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理学部では現在各教室とも研究 。学習がほぼ正常に復し,年度末が近づいたので昭和 43年度の総決算と昭和

44年度を迎える諸準備をしている。今回の弘報には第 2回理学部全員交渉がおもな記事となると予期していた

が,都合により全員交渉の日取りが延期されているので残念ながら木号には間に合わないことになった。今度の

理学部全員交渉では,大学改革準備調査会が公表した覚書や前号理学部弘報に掲載された理学部教授会内の各委

員会報告をも参照しての熱,いな討論が行なわれることが卿1待 されている。本号では処分制度に関する理学部教授

会第 1研究委員会報告全文を掲載したので,こ れがまた建設的論議の一助になることを願っている。また理学部

の全講義一覧表を作成してみたので,今後学習科日についての検討などに利用していただければ率いである。

大学改革準備調査会の覚書公表

大学改革準備調査会は 1969年 2月 10日 付で,

大学改革準備調査会の任務と調査の基本方針

組織問題専門委員会の基本方針

管理組織改革の問題点 (その 1)

を,さ らに 2月 24日 には

管理組織改革の問題点 (その2)

を出した。これらの報告書は,発行後 10日 以内に理学部

事務室に申し込んで入手することができます。大学改革

準備調査会としては,ひろく学内の意見が東京大学事務

局庶務課気付で寄せられることを期待していますので御

協力下さい。大学改革準備委員会発足の事情や活動の/1n

旨については,総長代行から出された下記の文書に説明

されているので,そ の文書をここにそのまま引用します。

大学改革準備調査会の覚書公表にあた って

大学改革は,今 日のわれわれにとって,きわめて緊要

の課題である。ただ,同 じく「大学改革」といっても,

最近学外でなされている論議には,大学に対する学外か

らの不当な影響力を増大させるような方向での「改革」

を意味しているものもないとはいえない。

もとよりわれわれも,学外の批判や提案に耳を傾ける

のにやぶさかではない。しかし,われわれのいう大学改

革は,あ くまでも大学自治の原則の上に立って,われわ

れ自身の努力で自主的に行なう改革であり,教職員 。学

生ひとりひとりのきびしい自省を基礎にした,大学の自

己改革である。

そうした自主的な改革を推進するため,われわれは,

かねてから,学生や職員の代表をも適当な形で加えた大

学改革委員会の創設を提言してきた。 しか し残念なが

ら, その後, 学生側の統一的な意思形成がおくれてい

る。そこで,さ しあたり,大学改革委員会が成立するま

での期間,大学改革のための教授倶lでの予備的な調査研

究を行なう目的で,大学改革準備調査会と,大学問題シ

ンポジウムとを 1月初旬に発足させた。この二つは,い

ずれも総長 (代行)の諮問機関ではあるが,その作業の

内容は,大学の長い将来にわたってのあり方にかかわる

ので,いわゆる執行部からはできるだけ独立性を保って

審議を行なってきた。

大学改革準備調査会の委員は,発足後 1か月余の間,

ほとんど連日にわたり精力的に調査研究を進めてきた。

大学改革準備調査会としては,ま ず,現在の大学の問題

点の指摘を「覚書」という形でまとめ,そ の上で,近い

将来に改革の提案の作成にとりかかる予定である。ここ

に公表するのは,去る 10日 に私に答申のあった三つの

覚書である。

大学改革準備調査会は,引 き続いて覚書を作成する予

定であるので,私としては,答申のあり次第,順次それ

を公表 していくつもりである。 覚書は, 教官全員のほ

か,と くに希望のある学生にも配布する方針である。

私は,こ れらの覚書および今後公表される報告が素材

となって,学生諸君の間でも大学改革についての討議が

一段と深められることを切望している。

1969年 2月 15日

東京大学総長代行 加藤一郎

〔注意〕

覚書の入手を希望する学生は,所属学部の事務室に

10日 以内に申し出てはしい。事務上の整理の必要の

ため,今後も覚書の公表の 10日 後には受付けを締切

ることにしたい。

理学部会合 日誌

2月 1日 (上)教室主任会議 (10～ 12時),総合計画委

員会 (13～ 15時 )

21ヨ (日 )

3日 (月 )大 学院課程主任会議 (10～ 12時 )

於化学小会議室

時半)於 化学講堂臨時教授会 (15～ 17



2月 4日 (火 )

5日 (水 )

6日 (木 )

7日 (金 )

8日 (土 )

9日 (日 )

10日 (月 )

11日 (火 )

授業休止 (11日 とふりかえ)

大学院研究科委員会 (14～ 16時 )

於化学小会議室

建国記念日であるが, 4日 とふりかえて

授業実施

12日 (71t)

13日 (木)臨 時教授会 (13～ 15時)於化学講堂

14日 (金 )

15日 (土 )

16「|(日 )

17日 (月 )

18日 (クk)

19日 (水)定 例教授会 (13～ 18時)於化学講堂

20日 (ノに)

21日 (金 )

22日 (土)教 室主任会議 (学科課程について)

23日 (日 )

24日 (月 )

25日 (火 )

26日 (ガく)

27日 (木)総 合計画委員会・教室主任合同会議

28日 (金 )

教 授 会 メ モ

定例教授会 (2月 19日 13～ 18時)議題

理学部規則の改正について

各学科で昭和 4年度学習科目についての訂正希望

が出されているので, それらを説明し, 具体的には

22日 (土 )に本件について教室主任会議を開いて決定

することにした。

学生転学部について

研究生の期間延長について

紛争関係の報告

東京大学再建資金について

学生保健援護基金について

卒業延期などに関する措置

会計委員会報告,奨学委員会報告

理学部全員交渉について

予備折衝経過報告

次回の全員交渉の際の議長補佐は飯田Fyt授がつとめ

ることになった。

その他大学改革準備調査会の覚書公表のことなど

人 事 異 動

氏 名 所属   発 令 事 項   発令年月日

広田栄治 化学 九州大学理学部教授に1云 出 43.12.1
上田誠也 地物 地震研究所教授に転出  44.1.1
荒田洋治 化学 助教授に昇任      44.1.1
大西孝治 化学 助教授に昇任      44.1.1
斎藤正徳 地物 助教授に昇任      44.1.1
海部宣男 天文 助手に採用       44.1.16
久城育夫 地質 言什

`IFに

昇任       44.2.11
飯島 東 地質 助教授に昇任      44.2.11

処分制度に関する理学部教授会

第一研究委員会報告

理学部教授会では昨年 11月 以来処分制度・学則,学
生参力Π問題,学部長・総長公選問題の各々について研究

委員会をつくり,検討を重ねてきた。各研究委員会の活

動状況の概略は前号の理学部弘報に掲載されており,そ
の報告が教官 。職員・学生の間で建設的な議論をすすめ

てゆく上に役立つことを願っている。理学部弘報をその

ような議論を行なう場としても大いに利用していただき

たい。 今回は処分制度問題についての議論の参考まで

に,理学部教授会第 1研究委員会が書いた報告全文をlE7

載する。理学部教授会内でもこの報告に対してまだ十分

に討論をされたわけではないから,こ の報告内容は理学

部教授会全体の意見ではなく,第 1研究委員会としての

見解にすぎない。ス トライキや授業妨害に対する考え方

なども述べてあり,ま た規律委員会試案も書かれていま

すので,いろいろとみなさんの批判をいただきたいと思

います。以下報告全文を記載 します。

理学部教授会第一研究委員会報告

木委員会は学生処分の問題について検討し,一応その

見解をまとめたのでここに報告する*。

大学にはすべての学生が教育を受け,自 由に自己を形

*口召禾口431112 月 18

また検討を加えて昭和

ものである。

日に中間報告を出し,そ の後
44年 1月 12日 にまとめた
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成するにふさわしい環境がなければならない (脚注 1参

照)。 また, すべての研究者が自由に学問に打ち込み,

教育・研究の任務を通して社会に貢献することを保障す

る態勢がなければならない。これらの中で,大学の個々

の構成員が他の構成員の教育 。研究の自由を尊重し,大

学の任務を遂行するためには,互いに守らなければなら

ない規律がある (脚註 2)。

規律の保持に関しては,個 々の構成員が正しい規律を

守るように努力するという積極面と,規律が破られた場

合にそれを回復し,ま た再び同じことが起らないように

するという消極面とがある。本報告は消極面について,

構成員が規律を破る行為を行なった場合に大学としては

どういう処置をすべきかについて記す。

註 1.大学が教育機関として社会を構成する一個の機関

であるのに,そ こで行なわれる教育と研究の内容お

よび教育と研究に携わる者の人事に関して自治を主

張し,社会一般および社会の他の機関の制肘を許さ

ない姿勢を保持するのは,大学で行なわれる教育は

既製の知識および技術を授けるl‐ 止まらず,新 しい

ものを開発する能力を養 うものであること,そ して

そのような能力を養 うことのできるものは自らも人

間として可能な能力を限界まで発揮して思考の努力

を積重ねた経験を持つ,いわゆる研究者にのみ可能

であると考えられるからである。そして大学の構成

員たる研究者は平均より優れた知的能力を持つこと

と,さ らに常に思考の努 力 を怠 らないことによっ

て,専門の事項に関しては社会を指導して誤らない

実力と自負を持つに到っている。しかし高等教育の

普及によって大学人と社会一般との平均的知性の差

は減 りさらに社会生活の複雑化によって大学以外の

ところにのみ専門家が存在するような事項も現われ

るようになって,大学が社会事象のすべてに亘って

指導性を発揮できるか否かが問題になりつつある。

従って大学の目的と使命も変貌の可能性がある。そ

のような事態を考慮して,大学の使命については具

体的な発言を避けてある。

註 2.大学の構成員として学生と研究者のみを挙げるの

は不十分の謗 りを免れないであろう。

さらに教育的ならびに事務的業務に携る多くの職

員の存在も忘れることはできない。しかし大学にお

いても職員は個人の自由な考えに従って職務を果す

のではなく,大学全体として統一の取れた教育機構

や事務機構の中の一歯車として能力を発揮すべきな

のであって,その服務の基準はその時点での大学の

機構に照して明らかである。

従って大学に必要な環境と態勢を規定するのは,

大学の構成員の中で学生と研究者 。教育者であり,

これらは本質的にlln人 の自由を保障されたものであ

る。それが大学という目的を持つ共同体を構成する

ところに大学の規律の特殊性があることを指摘した

い 。

大学には従来から学生に対する教育的処分というもの

がある (脚註 3)。 これは「大学が学生を教育しようと

する意図で行なわれる処分」という意味であり,社会一

般の刑罰が単に教育的な意図だけでなく,罰・償い 。み

せしめなどの意味を持つのと区別されるといわれる。し

かし,こ のような意味の教育的処分については,実際に

そのような処分が可能であるかどうかが重要な問題であ

る。教育的意図で行なわれる限り,実際に教育的意義と

教育的効果を持たねばならぬ。教育的意義を持ちうるた

めには,教官と学生の間の敬意と信頼関係が失なわれて

いてはならず,ま たこれがいわゆる政治的処分と混同さ

れるようなことがあってはならない。さもなければ,現

実にこれを受けとる学生の側に教育的効果的を期待する

ことも―できないであろう。過去に東京大学で行なわれた

処分も,こ のような意味で十分に教育的効果を持ちえた

か否か疑間がある。そこで教育的処分を考える前に,処

分そのもののあり方を本質的に考え るこ とが必要であ

る。そうして教官も学生も十分に納得しうるような規律

とそれを守る新しい方式をうみ出すことが大切であると

考える (脚註4, 5)。

註 3.教育的処分という言葉は永い間に様々な場合に使

われて千差万別の意味を持つに到っている。しかし

大きく分けるならば “教育の場で行なわれる処分"

という意味と “教育を目的として行なわれる処分"

という意味に分けられる。大学で行なわれる処分が

前者の意に属することは当然でそれ以上に論ずる必

要もない。後者の意味で行なわれることになると,

教育的意図だけでなく,教育的意義と教育的効果が

無ければならない。lFxに意図は教育的であっても,

処分を受ける佃1が別の意味に取ることがあっては教

育的効果が無いことは明らかである。事件の当事者

や傍観者の何れからも “政治的処分と混同される"

可能性があるような処分は教育的処分と呼ぶことが

できないであろう。

一般的に言って処分が行なわれるような事態では

当事者間に意見の相違が存在するので,こ こで言う

ような処分による教育は甚だ可能性が少ない。そこ

に新しい処分の考え方が必要となる。

註 4.ぉ ょそ規律が破られたり,それに対する処分が行

なわれたりする場合には当事者の間に, 行動 の意

図, 目的,お よびそれらの価値について意見の相違

が存在する。その相違を克服して正しい結論を見出

すことが難しいことは周知である。さらに行為が実

際に行なわれたか,こ の行為を行なう意図があった

かなどを実証することも甚だ難しい。裁判所が強力

な捜索や証人喚間の権限を持ち, しかも少くとも3

回にわたって新しく考え直す可能性を残しているの

は,誤った判断を行なわないためである。大学が処

分を行なう場合に証拠や証人を調査する権限を持た

ないことはもとより自明であり,関係者の自発的な
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(1)規律を破る行為とは何か

(イ )あ る行為が規律を破ったと判断される場合には,

その基準として次のような場合があり得る。

(1)倫理的に受け入れ難い行為

(ii)現行の法律を破る行為

(lii)大学が持つ目的と使命の達成を妨害する行為

(iV)大学内で他の構成員の 自由と権利を侵害する

行為

(V)大学の内規や慣行を破る行為

(口 )上記 (イ )の各項の行為に対して,それを規律違

反と考える基礎,お よび大学内においてそれに刈処す

る態度を項別に以下に述べる。

(i)社会の中における大学の位置,大学が果すべき

機能,そ してそれらに基く大学の権利と義務には社

会の近代化に伴って変化すべき部分もあろう。しか

し大学の構成員が知性の面で社会の指導的役割を果

すべきであることに変わ りはない。科学・技術の専

証言に頼らざるを得ない。これを理由にして大学に

おける正邪の判断は全く裁判所のものと異質のもの

であるという議論をなされることもあるが,それは

正しくない。裁判所のように複雑な方法を用いても

誤 りを完全に無くすることはできず,大学のような

方法でも判断が常に誤りではないのである。何れの

場合にも誤った判断を他人に強制することが本質的

に不正義であることは言うまでもない。大学におい

て “処分"と 呼ばれるようなことが行なわれるとき

には,大学という共同体や構成員が感ずる不便や不

都合を除くのに必要最小限の処理を行なうに止め,

個人の権利を侵害することを最小にすることを念頭

に置くべきである。さらに大学においてなされる判

断には誤りがある確率が大きいことを考慮してllF人

の権利を回復不可能な程度には侵害しないこととす

る。これを実現するような処分の具体的内容を (3)

(へ)において論ずる。

註 5.木報告は大学における学生の道徳的水準がかなり

高いこと,ま た大学学生の年齢層では学問の教育を

通じて道徳性の水準が自然に維持され得ることを前

提としてつくられている。これに対して,現状にお

いては道徳的水準を維持するための直接的努力を大

学においても行なうべきだという意見がある。この

場合には,

(1)入学者の選考に関しても,高校からの1性薦状

(特に道徳性に関する)を重視する。

(2)「学生の本分Jと して倫理性を重視して, 処

分に関してもこれを考慮する。

などの方針が考えられる。しかしわれわれはこれを

大学の本来あるべき状態とは考えない。この点に関
しては大学入学以前の教育が重要であるので,大学
の見解を社会に啓蒙することが必要であると考え

る。

門化と細分化は,知性と人格の間に隔りを作る傾向

を持ち,大学という知性llnl重 の社会の人間関係を歪

ませている。しかしこれはあくまで歪であって,大

学にも正常な人間関係が存在し,平均して高い構成

員の知性によってさらに洗練されたものであるべき

だと考えられる (田l註 6)。 そのような人間関係が

大学内に限られず,大学の構成員と社会の接触にま

で拡張されることは大学の義務には直接は含まれな

いが,社会が大学に対して希望していることであろ

う。

しかしこの洗練された人間関係は考え方の表現や

行動に制限を加えるという形で維持されるべきもの

ではなく,倫理の講義で唱道されるべきものでもな

い。われわれが大学において第一の日標とする構成

員各自の学 ‖]と ,人間一般および社会との関係とし

て,構成員の強い関心と思索によって求められ,大

学が持つすべての機能を通じて切磋琢磨されるべき

ものである。

不幸にしてこの人間関係に異常な事態 (脚註 7)が

発生した場合には,先ず大学の行政管理機関が正常

な関係を回復することに努力し,解決を見ない場合

には順次構成員の範囲を広くした臨時機関によって

解決を求める。一片の規約や事務的な手続に強く依

存することは,こ の場合には有効と考えられない。

(ii)上の (i)に論じた人間関係のうち,あ るもの

については現行の法律に明確な規定がある。その規

定の適用において大学の構成員を特別に扱うことを

要求することはできない。lEしその取 り扱いの実行

において,大学内の人間関係が (i)に詳説したよ

うに特殊なi車帯性を持っているために,取 り扱いの

方法と時lUlに ついて大学独自の要望も考慮されると

註 6 洗練された人間関係という言葉は甚だ抽象的であ

るけれども,大学のすべての構成員が各自白覚を持

ち,大学の中で 各自の義務と権利を正確に意識す

ることによってこれを作り上げなければ,大学は一

般社会とは区別されるような特殊性を主張すること

はできない。学生の立場と考え方も尊重されなけれ

ばならないけれども,比較的長時間に亘って大学の

運営に関与する構成員の考え方は十分尊重されるべ

きものである。

註 7 この人間関係が異常になった場合には,予め定め

ておいた規約や約束が無意味となることは,今回の

紛争の経過を見ても明らかである。大学の運営にあ

たる当局者は速やかに事態を判断して形式的な取 り

扱いにこだわらないことが大切だと考えられる。こ

のような異常な事態には正常な対処の方法は有効で

ないので,臨時的な方法 (例えば全学集会)を用い

ざるを得ない。
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いう慣行を保持する。同時に大学の構成員はこの慣

行を保持することによって生ずる責任を重んじて慎

重な態度を取り,社会の信頼を裏切らないようにす

べきであることはいうまでもない。

(lii)大学が目的とする研究および教育に直接間接に

関係する機能を守ることは,大学の全構成員が最も

重んずることである。この機能を損うような行■JJが

大学の構成員によって行なわれた場合, “大学の在

り方"に関して意見の相違が無ければ,大学の行政

管理機関の取り扱いで正常の状態を回復することは

比較的に容易であろう。

“大学の在り方"に関して意見が相違する場合に

は,解決ははなはだ困難である。この場合に大学構

成員の間の意見の一致を先ずはかり,その後に具体

的な問題の解決を求めるのが正しい。しかし時間的

にそれが許されないことも, また “大学の在 り方"

に関して全構成員の意見の一致を見ることが不可能

なこともあり得る。

実際にある例として,学生が大学に抗議活IJJを 行

なう場合がある。学生の抗議がいつも正当であると

は限らないが,行政管理機関の見解だけで結論的処

置を行なってよいものでもない。

大学構成員が社会人として主張することが大学内

で行なわれて大学としての行動と食違う場合もあ

る。そのような場合には,知性を重んずる大学の構

成員であることを自覚して行動し,大学としての公

的活動と明白に区別すべきである。

これらの抗議や主張を強く行なう目的のために,

授業または会議などを妨害したり研究や事務を停滞

させる行動が起ることがしばしばある。この場合に

原因となった見解の相違の問題から実際行動と規律

の関係を分離して考えるのが当然である。しかしそ

れがはなはだ困難なのが実1青であって,こ れに対し

ては大学の構成員全体が広い視野の中で大学の在り

方を考え直すことが要求される。

大学の機能を妨害する行為による問題が生じた場

合には,大学の行政管理機関は問題の所在を明確に

し,必要あれば後述の規律委員会の裁定を受ける。

但しこのような場合には大学の在 り方についての見

解の差があって,裁定は暫定的解決にすぎないこと

が多い。それでこの点に関して大学の全構成員の注

意を喚起して,問題の根底にある相違をなるべく速

やかに除く努力をするべきである。暫定的解決法に

固執して本質的問題に対処することを怠ってはなら

ない。

(iV)大学の研究および教育という日標に沿った方向

で構成員は各人の学問的探求の自由を持っている。

同時に各人は自身の自由な活動に際して他の構成長

の自由と権利を冒さないように自戒しなければなら

ない。しかし現実には種々の制限 (‖1註 8)から|卜

'成員の主張が互に相争う状態が必然的に生ずる。そ

の際同じ目的を持つ活動の間での争いは比較的に相

互に調整が易しく,その解決はほとんど常識的に行

なわれることも多い。

しかし目的が異なる活動の間で摩擦が生じた場合

には,裁定を下すことは難しい。従って紛争の当事

者の間で衝突している利害の内容を十分に解析し,

互に譲れないことの内容と理由を明らかにすること

が必要である。その上で必要があれば規律委員会の

裁定を求める。

この (市)項に関連して学生のス トライキの際の

ピケ行rJ」が 問題になる (朋1註 9)。 学生の自治活動

の一面でス トライキによって抗議の意志を示すこと

はしばしば行なわれることである。この際に「学生

の基本権利として授業を受ける」という少数意見を

物理的に妨害することはこの項に相当する。

試験における不正行為もこの項に含まれる。現行

の試験の方法が能力判定法として不完全なものであ

るとしても,その1`J定 結果を基準として教育活動が

註 8.こ こに(卜」限と呼んでいるのは, 時間, 空間, 設

備 。経費などの外的条件のことである。各人が自由

を主張できるだけの余裕が存在すれば互いに自由を

侵害する事態が起らないことは当然であるが,現在

の社会ではそれが許されないことも事実である。

註 9.本報告においては学生が ス トライキを行なうこ

と,ス トライキを自治活動の一環と考えることにつ

いては何も述べていない。学生が何かの理由によっ

て固有の権利である聴講の権利を放棄する行為には

規律違反と呼ばれるべき面が常に備わっているとは

限らない。また授業に対するス トライキによって政

治的な意味の訴えを行なうことは,権利の放棄にす

ぎないので,必ずしも本質的な規律違反とは考え難

ぃ。ただし自治会の決議などによってたとえ少数の

ものでも聴計の権利が冒されることは問題である。
しかしこれは大学の規律に関する問題と言うより

も,自 治会活動における構成員の権利と義務の問題

として取り扱われるべきものであろう。その場合に

少数意見を持つ者が多数の意見に承服しない場合に

提訴があれば (iV)項に該当するものとして取上げ

られ得る。
学生自治会がストライキ決定をした場合に大学側

で授業を停止するとかストライキの期間に相当する

卒業の延期を定めるなどの対応を自動的に示すこと

は,上と同じ考え方によって妥当と考えられない。
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行なわれている限り,不正行為によって正しい判定

が妨害されたことを,試験を施行する者または不正

行為によって相対的に不利益を受ける者が提訴でき

ると考える。

また (ii)に 該当する行為によって法によって言1

を受けた者に対して大学は追加の処置をすることは

原則的に行なわないが (脚註 10),現行法に背くよ

うな行動が大学内で行なわれたこと,ま たは行なわ

れる可能性が大きいことによって大学の構成員の自

由と権利が侵害されるならばこれもまた提訴の対象

となりうる。

(V)上記の (ili)お よび (iV)の事項に関しては予

め内規によって構成員の注意を促し,それぞれの事

態において解決への道を短くする考え方の基礎を示

すことが望ましい。また規律委員会その他によって

いろいろの事態について行なわれた判断は慣行とし

て保存され,以後の同種の事態に対処する際に大学

全構成員によって参考とされるべきである。

したがって これらのものに照して 明白に (lil),

(市)に該当するような行為が 行なわれた場合に,

ほとんど自動的に行政的処理が行なわれることは能

率的である (脚註 11)。

(2)規律を維持する方法

上述の規律違反 (1)の (イ )(i),(li)に 関係する間

註10.大学のl ll成 員は高い知性をオ|つ ことを前提とする
ならば,一般の社会ではさほど:1せ られない軽い犯
り

'も

,大学内では重視せざるを得ないという立場も
ある。過去には試験の不正行為,万引などを信義に

背く行為として放校処分が行なわれたことも少くな
い。論旨退学などの手続が取られたことも多い。社
会と大学の関係の変化,大学の目的と使命の変遷,

大学構成員の数と質の変化,な どによって大学の構
成員が一般社会より高い倫理的基準を保持すると一
概に定めることが難しくなったこと,そ の倫理的基
準を処分の強化の形で保つことは正しくないという
二点によって,追加の処置を処分の形で行なわない
という方針を取るのである。

註11.こ のような運営を行なうためには,内規や慣行に
対する考え方を十分練っておくことが必要である。
第一に “矢内原三原貝1",“屋外集会の禁止",“立看
板の禁止"な ど,事態によっては有名無実となるよ
うな事項を規約とすることは慎重にす るべ きであ
る。

第二に,こ のようにして作られ保存された内規と
慣行も大学あるいは社会の変化に伴って変更しうる
ものと考えなければならない。問題が生じた場合に
は,常に (ili),(iV)の基本点に立帰って検討される
ことが必要である。

題では原則的には判定を大学内で行なわない。現行の法

律に触れるものは司法機関に委ねる。法律によっては現

実に取り上げられない場合にも,大学内であるため,ま
たは大学の構成員の行動であるために倫理的に受入れ難

い行為と感じた場合には,構成員が規律委員会に提訴す

ることもできる。現行法による処置が大学の事情に適合

しないと考えられる場合も同様に扱う。この場合には規

律委員会は事実を調査し,当事者の合意を得られれば結

果を当事者の意見と共に公表して構成員全体の判断の資

料とする。

一方上述の (1)の (イ )(lii),(iV),(v)に 関係する

行為については規律委員会によって判定されることを原

則とする。ただし (iii)と (v)に 関係する事項で行政

管理機関が事務的処理が可能と認めるものは,規律委員

会に通告して異議の無い限り,簡単な処理を行なえるも
のとする。

規律委員会に提訴されたものの身分が公務員法,教育

公務員特例法に定められる場合には,規律委員会は事実
の調査を行ない,裁定は法の定めるところに従う。

(3)規律委員会

総長または学部長の諮問機関として規律委員会を設け

る。規律委員会は行政的性格よりも司法的性格を持つこ

とを考慮して管理運営の休系とは独立に扱われることが

のぞましい。

(イ )規律委員会には学部規律委員会と全学規律委員会

とがある。前者はその学部内の問題を扱い,後者は全

学的規模で考慮すべき問題を取 り扱う。学部および全

学規律委員会は,大学構成員各層より選出された委員

から成る (咽I註 12)。 (学部規律委員会の構成について

註12.規律委員会への学生の参加の問題については次の
ように考える。大学の管理運営に対する参加につい
ては個々の問題について慎重に考慮しなければなら
ず,一律に委員会に学生を加えることが最善の方策
とは必ずしもいえない。しかしここで問題とする大
学の規律は,上に述べたようにすべて個々の構成員
の人権に関する事柄を含む。したがってこの事柄に
関してはすべての構成員が平等の立場で関与するこ
とが望ましい。規律委員会の構成はこの考えに従っ
て作られている。学生が規律委員会の委員になった
場合に,委員としてのつとめと学生としての勉学と
が両立し難い場合が当然起って来る。委員会は学生
の勉学のさまたげが起きないように十分に留意する
必要があるが,多少のさまたげは実際に起るので,

これに対しては各委員が積極的に協力する自覚と能
力を育てるべきである。
規律委員会の構成に専任講師も加わるのは当然で

あるが,各学部で専任講師の取 り扱いの事情が異な
るので,本稿では保留した。また職員の加入につい
ては,職員組合などの取 り扱いと関連して,さ らに
検討を要する。
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は,た とえば教授または助教授 4名 ,助手,院生,学

生各 2名 ,任即11年で半年毎に半数交代,委員長には

委員である教授または助//t授があたる。全学規律委員

会は各学部より選出された教授または助教授 1名 ,助

手 1名 , 院生または学生 1名ずつで構成される。)大
学の運営に重要な役割を持つ団体の役員は規律委員に

はならないものとする。

(口 )規律委員会は提訴により問題を取 り上げる。提訴

は十分なる証言を申立てまたは証1/11を 示しうる者の親

告による。

(ハ)規律委員会に問題が提訴された場合には,審査方

針あるいは解決方針を1/1議 し,必要に応じて「審査委

員会Jをつくる (臓1註 13)`

審査委員会は規律委員会の中から選ばれた委員と,

任意抽出によって選ばれた委員によって構成される。

一つの問題について一つの審査委員会をつくり,その

問題についての裁定が終ればその審査委員会は解散す

る。同時期にいくつかの問題を審理 しなければならな

い可能性が少なくないので,実際の宋査は各審査委員

会に委託し,規律委員会は各審査委員会の活動の世話

をするとともに各問題の審査の進行を把握する。

(二 )審査委員会は課せられた問題について,必要あれ

ば証人をも招いて十分な事実審査を行ない,事日・の経

過を明らかにし,規律違反の有無を判断し,必要とあ

れば処分案 (卿註 14)を作成し規律委員会を通じて総

長または学部長に報告し,それに基づき処分が行なわ

註13.審査委員会は提訴されたような事実があったか否

かを調査するものである。規律委員が参加するのは

規律違反となり得る行為の範囲とか手続上の疑義な

どを専門的に解明して調査の進行を速くする目的で

ある。他の委員を任意抽出によって選出することは

諸種の事態において大学構成員の間に派閥に類する

ものが生じて,そのために不正が行なわれることを

避けることを目的としている。大学の運営に関係あ

る団体の役員を客査委員としないのも同じ目的によ

る。しかし任意抽出の操1/に よってこの不正を必ず

避け得るという保証はなく, しかも任意抽出で選出

される委員が必要な能力を十分備えない危険もあ

る。しかしf山 の方法が無い限り,こ の方法に頼らざ

るを得ない。規律の保持に関して大学の構成員全員

の関心の昂揚と知識の向上を図ることが急務であ

る。

規律委員会は学内法に通じているものとして行動

するに止 り個々の事件に対する判定は行なわない。

註14.処分の内容は (3)(へ)に説明してある。その量

刑についてはここに詳説しない。個々の具体的な例

について詳しく規定した “学内刑法"を作ることも

一法であろうし,処分を受ける当人が期間を申出る

方法もあろう。

れる (卿註 15)。

審査委員会は,証拠の押収および捜索権限や証人の

尋間の権限など一般の法廷がそなえている権限を持つ

わけではないが,大学構成員は大学をよくするための

義務を有することを互いに認めあい,審査にできるだ

け協力する。審査委員会は提訴人,被提訴人および証

人らの事件後における共同生活に支障がおこらぬよう

細心の注意を払って事実審査につとめる。被提訴者が

審査委員会に出頭することを拒むか,ま たは審査会席

上での発言を拒否するなどの理由で事実審査が進捗し

ない場合には,審査委員会は経過報告,見解公表ある

いは適当な時期まで審査を保留するなどの形で提訴に

こたえることもあろう。

(ホ )規律委員会が提訴された問題の審査を行なってい

る段階においてはその問題関係者が日常保有している

権利に支障がおこらないような配慮をする。

(へ)処分は被提訴者に強い反省を求めることに目的を

置く。その反省を求めるために,謹慎,戒告,訓告の

処分をとる (脚註 16)。 謹慎と戒告では,規律を破る

行為があったことを公示して戒め,謹慎の場合には定

められた期間内は学内では直接教育研究に関係する活

動以外のことをしないと誓 うものとする。訓告は公示

なしに戒めを受ける。上記の処ly.iを 風 受々けた場合

(別l註 17)は,退学の処分を受ける。これらの処分に

は執行猶予期間を設けることもある。

註15.審査は原則として一審制にしたい。二審制を建前

とすれば裁定に長時日を要する上に,被提訴者が第

一審を重視しない傾向が出るであろう。審査結果に

不服がある場合には,一回に限 り再審査要求を学部

長または総長に中出ることができる。

註16.処分の内容として謹慎,戒告,訓告の三種のみと

したのは,学業に支障を生ずるような内容の処分を

行なわないという方針によっている。規律違反の内

容によっては直ちに退学の処分にすべきものがあり

得るとの議論は当然考えられる。その内容を具体的

に検討した結果,現行の刑法によって身柄の拘束を

強制される場合と限っても よい という結論に達し

た。拘禁された者は当然大学内で学業に参加するこ

とはできないし,大学で定める休学期間より永い期

間に亘って登学が不可能となった者は退学せざるを

得ないことになる。これらの者が再び入学試験を受

けることは禁ぜられていないと考える。

註17.旗 々とは復数回を意味する。同様な規律違反を 2

回繰返すものは反省がないか,または精神的に欠陥

を持つものと見なして退学処分に値すると考える。

異なる種類の規律違反を犯した場合でも無反省や精

神の欠riHに原因するものは上記と同様に扱える。も

し不注意による可能性があると考えられる場合には

執行猶予期間を設けて退学を申渡すべきである。
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昭和44年度講義一覧

理学部便覧には,各学科別に履修すべ き講義 0演

習 。実験あるいは実習が記載されている。学習科日は毎

年少しずつ変更が加えられ,現在昭和 44年度版が準備

されつつある。学習科目は教官も学生も最も関心を持つ

ものであり,常に改良を加えてゆかねばならない。昭和

44年度の学習科目は, いままでの形式に従って各学科

別に示されれるであろうが,配列の方法を変えて理学部

で行なわれている全講義をならべ,それらの各々につい

て専門科目として採択している学科あるいは課程名をあ

げてみることにした。理学部在学生は,理学部の講義で

ある限り特別な手続をとらずとも他学科の講義でも聴講

しうる (ただし学習可能人員を超過するときには当該科

目が必f参滲1日 であるか,選択科目であるか,そ の他であ

るかによって聴講の優先順位がつけられる)か ら,大い

に活用していただきたい。大学院学生も指導教官の許可

を得て学部講義を聴き修士課程での学習単位とすること

もできる。またこれから先学習科目について教官と学生

が相談する機会にも,こ こに示す表は便利な資料ではな

かろうかと思われる。昭和 44年度には理学部での講義

科目数は 195の 多きに達している。

以下にあげる講義は教養学部第 4学期において学習す

る科日は除かれてある。したがって理学部に進学した 3

年生, 4年生を対象とする講義に限られている。なお現

在のところ,必修と選択とを区別している学科と,区別

していない学科とがある。そこで表では学科略記の欄に

大文字で必修と定められている学科を記した。化学科で

は昭和 44年度から必修・選択の区別をなくす方針であ

り,生物学科では動物学,植物学,人類学を主とする各

課程ともに以前から必修 。選択の区別はないので,こ れ

らの学科・課程では太文字での表示はない。

学科略記は次の記号を用いてある。

数 学 科   数 (純 )(応)を附してあるのは純粋

数学,応用解析を主とするもの

を区別する必要がある場合のみ

物 理 学 科

天 文 学 科

地球物理学科

化 学 科

生物化学科

生 物 学 科

動物学課程

植物学課程

人類学課程

地 学 科

地質学課程  質

鉱物学課程  鉱

地理学課程  理

表中備考欄には, 半年単位でなく1年単位のもの には

「 1年」と記した。 また講義だけでなく演習を伴 うもの

については,た とえば毎週講義 3時間,演習 2時間の場

合には (3.2)と 備考欄に表示した。備考欄に何も記して

なければ,半年単位の講義であり,ま た毎週の授業時間

数は単位数の欄に書かれている数字と全く同じである。

講 義 名  単位数 備考   学科略記

生

生

球

球

天

　

　

　

　

　

天

天

天

天

天

　

生

　

　

　

　

天

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数
・
数

数

数

数

数

数

一数

数

物

天

球

化

生

　

動

植

人

集合と位相Ⅱ

代数学 I

代数学Ⅱ

幾何学 I

幾何学Ⅱ

測度と積分 I

測度と積分Ⅱ

微分方程式Ⅱ

位相解析 I

函数論Ⅱ

応用解析序論

確率論 I

確率論Ⅱ

位相幾何 I

位相幾何Ⅱ

代数学Ⅲ

幾何学Ⅲ

微分方程式Ⅲ

位相解析Ⅱ

位相解析Ⅲ

数値解析

統計数学

計画数学

計算機

理論物理学概説

代数学続論

幾何学続論

位相幾何続論

解析学続論

確率続論

数学特別講義 I

数学特別講義Ⅱ

数学特別講義Ⅲ

数学特別講義Ⅳ

(2.2)数

(3.2)  数

(3,2)数 (純),数 (応 )

(3.2)数

(3.2)数 (純),数 (応 )

(3.2)数

(3.2)数

(3.2)数 ,天,球,生

(3.2)数 ,天,球,生
(2.2)数

数 (応),数 (純),天

数 (応),数 (純),天

1イ■

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年
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講 義 名 単位数 備考 学科略記 講 義 名 単位数 備考 学科略記

数学特別講義V
数学特別講義Ⅵ

数学特別講義Ⅶ

数学特別講義Ⅷ

数学特別講義Ⅸ

数学特別講義X
物理数学 I

物理数学Ⅱ

電磁気学Ⅱ

量子力学

統計力学

応用電気学

実験測定整約法 I

実験測定整約法Ⅱ

流休力学

弾性体力学

熱力学

統計力学続論

電磁気学特論

光学

光学特論

量子力学続論

原子核物理学 I

原子核物理学Ⅱ

原子核物理学Ⅲ

素粒子論

固体物理学 I

団体物理学Ⅱ

団体物理学Ⅲ

統計現象論

一般相対論

応用物理学

化学物理学

生物物理学

宇宙物理学

プラズマ物理学

物理学特別講義

位置天文学

天体力学 I

天体力学Ⅱ

恒星天文学

恒星大気構造論

恒星内部構造論

電波天文学

2

2

2

2

2

2

4     (3.2)

3     (2.2)

3

3

3

3

2

2  (1.2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

数

数

数

数

数

数

物,天 ,球

物,天 ,球

物,天 ,球,生

物,天 ,球

物,天 ,球,生

物,天 ,球,生

天,球,4勿,生

球,物,天

球,物,天

球,物,天

球,物,天,生

物,天

物,天,球

物,天

物,天

物,天

物,天

物,天

物,天

物,天

物,天 ,球,生

物,天 ,球,生

物,天,球

物,天 ,球,生

4勿,天

物,天,球

物,天 ,生

物,天 ,生

物,天,球,生

物,天 ,球,生

物,天

天,球

天

天

天

天,球

天,球

天

地球及び惑星内部
/17J理学

地球電磁気学

地球物理学総論

地震学

気象学

海洋物理学

大気圏外物理学

構造化学

量子化学

化学熱力学

化学反応学

化学統計力学

物理化学特論

4  1年
4  1年
2

4  1年
4  1年

4  1年

2

3

3

4

3

4

1.5

1.5

1

2

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

3

球,天,質鉱,JTF

球,天

球,天,理

球,質鉱

球

球

球,天

化,生,質鉱

イし, 4L

化,生,質鉱

化,生,質鉱

化,生,質鉱

化 ,生

化,生,質鉱

化,生,質鉱

化,生

化,生

化,生,質鉱,理

化

化 ,生

化,生

化,/4

化, 4L

化 ,生

化,生

化,生

化 ,生

化 ,生

化 、生

化

化,生

イ11

化

化

生

無機化学Ⅱ(金属及び

非金属の化合物) 3
無機化学Ⅲ(遷移金属

化合物・ 溶液化学)1.5
無機化学Ⅳ (ラ ンタニ

ド・アクチニド及び

同位体の化学)  1.5
放射化学      1.5
地球化学      1.5
分析化学Ⅱ(各論) 3
分析化学Ⅲ(機器分析)1.5

分析化学実験法   1.5
有機化学 I(脂肪族

化合物)     2
有機化学Ⅱ (脂環式

化合物)     1.5
有機化学Ⅲ (芳香族

化合物)     1.5
有機化学Ⅳ (複素環式

化合物)

有機化学研究法 I

有機化学研究法Ⅱ

立体化学

有機反応論

有機化学特論

天然物有機化学

工業化学概論 I

工業化学概論Ⅱ

化学工学概論

生物物理化学
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講 義 名 単位数 備考 学科略記 講 義 名 単位数 備考 学科略記

生体物質化学Ⅱ

酵素学

生物分析化学

代謝学

徴生物学

応用生物化学

細胞生理化学 I

細胞生理化学Ⅱ

遺伝学

遺伝生化学

動物学概論

動物組織学

放射線生物学

動物分類学

動物生理学各論

動物一般生理学

動物生理化学

動物発生学

実験形態学

植物生理学 (そ の1)

植物生理学 (そ の2)

植物生化学

植物分類学総論

細胞学概論

細胞学

植物形態学

植物発生学

植物地理学

植物生態学 (その1)

植物生態学 (そ の2)

植物分類学各論

植物学特別講義

(その1)

植物学特別講義

(その2)

人類学概論

年代学

形態人類学第 1

形態人類学第 2

形態人類学第 3

形態人類学第 4

生理人類学第 1

生理人類学第 2

人類遺伝学第 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

生

生

生

生

植,生

生

生

生

植,動,生

生

動,質鉱

動

動

1年  動

1年  動

1年  動,生
1年  動,生

動,生
1年  動,生

植,生

植,生

植,生

1年  植,質鉱

植,生

植,生

植

植

植,理

植

植,理
1年  植

植

植

人,理

人,理

人

人

人

人

人

人

人

人類遺伝学第 2

生態人類学

先史学第 1

先史学第 2

文化人類学第 1

文化人類学第 2

霊長類学

人類誌

化石人類誌

民族誌

人類学特別講義

人体解剖学

人体組織学

人体生理学

人体生化学

生物統計学

普通地質学

岩石学 I

岩石学Ⅱ

岩石学Ⅲ

地史学 I

地史学Ⅱ

地形学

気候学

地質図学及び実習

鉱物学

鉱床学 I

鉱床学Ⅱ

鉱物化学

古生物学

構造地質学

陸水学

自然地域学

写真判読法

地図学

人類生態学

地誌概論

地誌第一

地誌第二

経済地理学

地理学特別講義

2            ノて

2     人

4  1年  人

2     人

2     人

2     人

2     人

2     人

2     人

2     人

2     人

4(医学部)人
3(医学部)人
4 1年 (医)人 ,生
4 1年 (医)人 ,生
2      人

4

3

2

1

4

2

4

4

3

3

4

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1年  質鉱,球,理

質鉱,球

質鉱,球

質鉱,球
1年  質鉱,球,理

質鉱,球,理
1年  理,球,質鉱

1年  理,球

(2.3)質鉱,理

質鉱

1年  質鉱

質鉱

質鉱

1年  質鉱

質鉱,理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理
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